
計画段階環境配慮書に関する手続きの流れとスケジュール（案） 

○審査会のスケジュール（案） 

６.17   令和元年度第１回大阪府環境影響評価審査会（諮問） 

     （専門調査部会の開催はなし） 

７.26   令和元年度第２回大阪府環境影響評価審査会 

国（主務大臣） 住民等 事業者 大阪府 関係市

北陸新幹線（敦賀・新大阪間）に係る計画段階環境配慮書手続の流れ

配慮書の

公告・縦覧

関係市長意見

意見書

大阪府知事意見

六

十

日
以

上

で

事

業

者

が
定

め

る

期

間

縦覧期間

R元.６.１～７.１

提出 R元.７.１まで

環境影響評価審査会

諮問 Ｒ元.６.17

配慮書の作成
送付 R元.５.31 送付 R元.５.31

答申 R元.●.●

申述 R元.８.２まで送付

国

土

交

通

大

臣

審

査

環境大臣意見

送付・意見照会

回答

意見書の写し

提供 R元.７.●

意見照会 R元.５.31

四

十

五
日

以

内

国土交通大臣意見

九

十

日
以

内

提供 R元.７.●

意見への見解書
提供 R元.７.●

送付 R元.５.31

回答

R元.７.12まで

資料２ 


